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就職を目指す障がいのある方へ 

週 2～3日•1日 2時間 
の通所から就職を目指しませんか 

□週 5日通所する自信がない 
□朝は苦手なので午後から通いたい 
□生活リズムが不安定なので心配事が多い 
□新しい環境に慣れるのに時間がかかる 

Bさん  40代女性 

週 3日からスタート 
就職先：事務職（在宅） 

就労移行に通おうと思っていたが、なかなか

自分に合うところがなかったのですが、ネット

で色々調べて、資格試験を応援してくれるこ

のチャレンジドに通うことにしました。自分が

やりたいことを応援してもらえると思います。 
A さん  20代男性 

週 2日からスタート 
就職先：公務員（地方） 

最初は週 2日の 2時間程度の訓練で
精一杯でした。人と話すことが怖くて

話すことが出来ませんでした。私の発

言で誰かを傷つけてしまうのが怖く

て、話せなかったです。そのような中

で、皆さんに声をかけてもらうことは本

当にうれしかったです。 

Ｃさん 30代男性 

週 2日からスタート就職
先：軽作業 

最初は、週に 2～3日の利用で、残りをデイケ
アに通っていました。慣れてくるとデイケアの

頻度を減らし、チャレンジドの頻度を増やして

いきました。最終的にはデイケアを卒業し、週

5日～6日くらいの利用となりました。 

週 2～3日で通所を開始された 

先輩の就職先一覧 

・公務（国家公務員） 

・公務（地方公務員） 

・人材サービス業（事務職） 

・人材サービス業（事務職／在宅勤務） 
・食品業（軽作業）   他 
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95% 
６ヵ月後定着率※ 

SAKURAセンターでは就職がゴールではなく働き続ける事を応援しています。 
定期的な面談を行い、関係支援機関と連携しながらチームでサポートさせていた
だきます。 
※2015年 6月～2021年 12月の就職者の中で、就職後 6 ヵ月以上の継続就労をした方の割合 

実践力を身に付ける！SAKURAの作業研修 

働き続けるために、マッチングを大切にしています 

【PC カリキュラム】 
● Word、Excelの基本操作 

●データ入力等 
【作業カリキュラム】 
●三つ折り封入、封緘、押印等 
【グループ会社からの受注作業】 
●書類の仕分け、ファイリング、PDF化、シュレッダー作業 
［実際の企業で発生する事務作業や軽作業の実践訓練が行なえます。］ 

マナーカリキュラムでは、 
人材サービス会社（親会社）が人材育成用に 

作成したテキストを使用し、 
確かなビジスネマナーを学べます。 

職場見学 
実際の企業を見学し、いろいろな

職場を知っていきます。 

職場実習 
雇用の前に実習を行うことで業務
や環境のミスマッチを防ぎます。 

面接対策 
月 1回、模擬面接会を行い自分
のことをどう伝えるかについて一緒に

考えます。 

見学随時受付中！ お気軽にご連絡ください！ 
／ 

センターブログ公開中↑ Twitterで呟いています↑ 
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ゆ っ く り 、 小 さ く  

し っ か り と …  

一 歩 一 歩 、 着 実

に  

≪主なプログラム≫ 
SST・模擬就労・PC・電卓・スポーツ 
簿記・ビジネスマナー・生活と健康 
ステップアップ講座 など 
≪訓練内容≫ 
ピッキング作業／データ入力／伝票整理 
紙折り／封入／押印／スキャン 
シール貼り／ファイル整理／資料作成 

〇定着支援 

就労後６か月間は「就労移行支援事業」として、それ以降は「就労定着支援事業」とし
て３年間、合計３年６か月まで定着支援を行うことが可能です。働く上での不安などを
聞き取り、利用者にとってより働きやすい環境づくりをご提案し、企業に働きかけてい
きます。 
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障害者就業支援事業のご案内 
－企業の障害者雇用を徹底的にサポートします！－ 

 
東京しごと財団では、障害者雇用のスタートから定着まで様々な支援メニューでサポートをしています。これま
で障害者を雇用した経験が少ない企業でも、安心してご利用いただけますのでお気軽にご相談ください。 
 
  
障害者と企業のための「障害者の雇用・就業」に関する無料の相談窓口です。相談は予約制で、来所・電話・オ
ンラインに対応しています。また、施設内では、障害者雇用、障害理解に関する資料もご覧いただけますので、
お気軽にご利用ください。  
（１）利用時間 

飯田橋：月曜日～金曜日 9 時～ 17 時  
多 摩：月曜日・水曜日・金曜日 9 時～ 17 時 
※土日・祝日・年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）は休業 

（２）一般相談（予約制） 
   障害のある方やその関係者（家族・友人・知人・就労支援機関等）、また企業等の障害者雇用について、そ

れぞれの状況やご希望に応じてご相談いただけます。 
（３）専門相談（予約制・飯田橋のみ対応） 

・障害者のテレワーク導入や支援機器の活用等に関する相談：第２・第４火曜日 13 時～ 17 時 
・社会保険労務士等による社会保険や就業規則の整備等の相談：毎週木曜日 13 時～ 17時 

 

 
 
 
障害者雇用を進めるためには、まず障害者の特性や雇用制度、先行企業の取組等について知ることが重要です。
そのため、専門家や先行企業の人事担当者等を講師に招いたセミナーを実施しています。 
【対象】これから障害者雇用に取り組む都内中小企業の経営者・人事担当者等 
 
  

 

１ １１ １ 障害者雇用就業サポートデスク（飯田橋・多摩） 

障害者雇用就業サポートデスク（飯田橋・多摩共通）［電話］03-5211-5462 

 ２ 
 
中小企業向けセミナー（年 2回） 

コーディネート事業係［電話］03-5211-2682 



 

29 
 

 
 
 
 
実際に働いている障害者の姿を見たり、企業の人事担当者、現場監督者から留意点等を聞くことにより障害者雇
用のイメージがつかめます。 
【対象】障害者雇用を検討している都内企業の経営者・人事担当者等 
 
 
障害者を雇用していない中小企業を対象にした集中講座です。障害者雇用に関する基礎知識やノウハウの習得か
ら、自社の業務で障害者が従事できそうな業務の切出し等まで、参加者同士のグループワークも交えながら学ぶ
ことができます。 
【対象】障害者を雇用していない都内中小企業の人事担当者等 
 
 
障害者を雇用するにあたって、基礎的な知識と並んで大切なのが、実際に障害者を職場に受け入れることにより
蓄積される体験的なノウハウです。この体験的なノウハウを効果的に蓄積できるのが職場体験実習です。以下の
事業により職場体験実習に取り組む企業を支援します。 
障害者雇用支援アドバイザーによる個別支援 
障害者雇用支援アドバイザーが、実習のための業務の切出しや実習運営の留意点について丁寧に助言し
ます。また「職場体験実習受入企業」に登録していただくと、地域の就労支援機関を通じて実習希望者を
募ることができます。障害者雇用支援アドバイザーが地域の就労支援機関と企業の仲介（随時マッチン
グ）もしますので安心して実習を行うことができます。  
【対象】実習生の受入れを検討中の都内企業 
職場体験実習面談会（年 8回）・職場体験実習ミニ面談会（年 4回） 
実習受入れの準備ができたら、実習を希望する障害者との出会いの場である面談会に参加することをお
薦めします。面談会当日は、地域の就労支援機関も同行しますので、安心して面談することができます。  
【対象】実習受入れを希望する都内企業 
東京しごと財団職場体験実習助成金 
職場体験実習生を受け入れる中小企業を支援する助成金です。 
【対象】本社又は事業所が都内にある従業員 300 人以下の企業（この他にも支給要件あり） 
【申請】詳しくはホームページをご覧ください。 

 
 
 
障害者委託訓練の一つである「実践能力習得訓練コース」は、雇用を検討している企業が、実際の職場を活用し
て訓練を行うことができます。訓練中の指導を通じて、業務手順や職場のルールを十分に伝えることができ、訓
練生の業務遂行力や、必要な配慮点等について具体的に知ることができます。その上で、採用を検討できること
が大きなメリットです。訓練終了後は当財団より委託料を企業にお支払いします。 
【対象】雇用を検討している都内企業（実践能力習得訓練コース） 
 
  

 ３ 
 
企業見学支援事業（随時） 

コーディネート事業係［電話］03-5211-2682 

 ４ 
 
障害者雇用実務講座（年 6回） 

コーディネート事業係［電話］03-5211-2682 

 5 
 

職場体験実習 

コーディネート事業係［電話］03-5211-2682 

 6 
 
障害者委託訓練事業 

委託訓練推進班 ［電話］03-5211-2683 ［メール］itakukunren@shigotozaidan.or.jp 
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雇用した障害者をスムーズに受け入れられるよう、「東京ジョブコーチ」が企業に出向いて職場定着を支援しま
す。「東京ジョブコーチ」は、各職場や雇用されている障害者の状況・課題に応じて、業務指導やコミュニケーシ
ョン支援、職場への啓発等を行っています。障害者のテレワークに関する相談にも対応します。 
 
 
 
障害者の職場定着を推進するため、企業の人事担当者や障害者と一緒に働く職場の社員を対象に、「職場内障害
者サポーター養成講座」を実施します。さらに、講座修了者が「職場内障害者サポーター」として、職場の障害
者の支援を 6か月間行った場合、奨励金を支給します。 
【対象】本社又は事業所が都内にある企業（この他にも要件あり） 
 
 
 
1. 雇用前（テレワーク導入前）の環境整備を支援 
・障害者を初めて雇用する、または障害者のテレワークを始める中小企業等を対象に、必要な準備を進め、円
滑に採用活動（テレワーク導入）を行うための支援を行います。 

・支援の内容は、仕事の切出し、雇用管理の制度設計（勤務日数・時間や休暇等）、職場内の理解促進、採用活
動に関する支援、及びテレワークに必要な機器の提案等です。 

2. 企業の雇用管理を長期的にサポート 
・採用後 3 年間またはテレワーク導入後１年間にわたって雇用継続、テレワーク定着に向けた企業支援を 
行います。 
・支援の内容は、仕事の教え方や指示の出し方に対するアドバイス、雇用管理制度や雇用環境の調整、及び症
状悪化の際の対応に関する支援等です。さらに、障害者がテレワークを実施するにあたり、必要な機器等の
整備に係る経費の一部を助成します。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ７ 
 
東京ジョブコーチ支援事業 

東京ジョブコーチ支援センター ［電話］03-3378-7057 

 ８ 
 
職場内障害者サポーター事業 

職場内障害者サポーター事業運営事務局 ［電話］03-6734-1096 

 9 
 
障害者雇用ナビゲート事業 

雇用促進係 ［電話］03-5211-2318 

障害者雇用就業サポートデスク多摩 
〒190-0023 立川市柴崎町 3-9-2 
立川駅南口東京都・立川市合同施設 3階 
（東京しごとセンター多摩と同じ建物内） 
［電話］ 03-5211-5462 

 

障害者雇用就業サポートデスク多摩
〒
立川駅南口東京都・立川市合同施設

総合支援部 障害者就業支援課 
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-10-3  
東京しごとセンター4階 
［電話］03-5211-2681  
［URL］https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/ 

▼障害者就業支援事業のＨＰは 
こちらからご覧いただけます 
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